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案件概要書 

2013年 10月 29日  

国際協力機構アフリカ部アフリカ第四課  

１. 案件名（国名） 

国名：ブルキナファソ国 

案件名：中学校建設計画（Projet de construction d'infrastructures éducatives en 

appui au post primaire） 

 

２. 事業の背景と必要性  

(1)当該国における教育セクターの開発実績（現状）と課題 

ブルキナファソ国は、これまでに「基礎教育開発 10カ年計画（PDDEB 2001-2011）」

に基づいた取組みを実施し、初等教育総就学率は 44.3%（2000 年）から 82.1%(2012

年)に向上した。その一方で、初等教育修了率 55.5%（2012 年）に対して、前期中等

教育（中学校）の純就学率は 34.2%（2012年）に留まっている。前期中等教育の就学

率が低い一因として、学校数並びに教室数等の中学校施設の不足が指摘されている。 

(2)当該国における教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

PDDEBに続く、教育セクター計画「基礎教育戦略開発プログラム（PDSEB 2012-2021）」

では、初等教育から前期中等教育への進学機会確保を掲げており、具体的には、前期

中等教育純就学率の向上（目標値：87%）や、一教室あたりの生徒数の適正化を目指

しており、前期中等教育の施設整備を急務としている。よって、本事業による中学校

整備は当国政府の方針と合致する。 

(3)教育セクターに対する我が国の援助方針 

対ブルキナファソ国別援助方針において、PDSEB に資する「教育の質の改善」が重

点分野とされており、前期中等教育への機会改善を図る本事業は同方針に合致する。

また、TICADⅤにおけるコミットメント「2000 万人の子供に質の高い教育環境を提供

する」に沿う他、MDGs の達成にも寄与するものである。 

(4)他の援助機関の対応 

EUや世界銀行等が PDSEB に基づく学校施設の建設を行っている。 

 

３. 事業概要  

(1)事業の目的 

対象地域において、中学校の施設建設及び教育用家具等の整備を行い、前期中等

教育への機会改善を図る。 

(2)プロジェクトサイト/対象地域名 

 中央北部州、中央州、中央プラトー州 

(3)事業概要 

1) 土木工事 

【施設】教室棟（50～100 校 200～400教室、協力準備調査にて詳細確認）、管理棟、



トイレ、教員用住宅棟、井戸、食堂、図書館 

【教育家具】机、椅子、黒板、教師用机、ロッカー 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容：学校運営維持管理

及び衛生環境改善にかかる技術指導を行うことを想定。協力準備調査の結果に基

づき、実施の要否を判断する。 

3) 調達・施工方法：外務省通知に基づき、施工業者を被援助国（及び周辺国）業

者に限定し、かかる調達国条件にて積算を行う。 

(4)事業実施体制 

実施機関：国民教育・識字省（MENA） 

カウンターパート：同省調査・計画局（DEP/MENA）  

(5)環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010

年 4月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) 貧困削減促進等：教育の機会拡大と質確保により、貧困層の生活向上へ広く結

びつくものと言える。 

(6)他スキーム、他ドナー、他案件等との連携 

当該分野では、技術協力プロジェクト「初等教育・理数科現職教員研修改善計画」

及び「学校運営委員会支援プロジェクト」を実施しており、初等教育における総合的

な教育の質向上に資する協力を展開している。本件実施により、初等教育修了後の前

期中等教育の機会確保に寄与する。 

(7)その他特記事項：特になし。 

 

４. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1)類似案件の評価結果 

コミュニティ開発支援無償案件の類似案件の評価では、現地施工業者の技術的・財

務的な能力及び事業地の分散度が工期及び施工品質に影響を及ぼすという結果が得

られている。具体的には、施工業者の技術力不足は手直し工事による工期延長に、財

務能力不足は資金繰り悪化による工事停滞につながりやすい。また、施工監理拠点１

か所あたりの事業地が広範囲に分散している場合は、施工監理が不十分になりやすい

という教訓も得られている。 

(2)本事業への教訓 

上記評価結果を踏まえ、技術面・財務面を考慮して適切な施工業者を選定する。ま

た、効果的な施工監理が可能な範囲を踏まえ、事業地の選定及び施工監理拠点の設置

を行う。 

 

以上 

 

 



 

〔別添資料〕地図 

 

 

 

中央州 

（カディオゴ県） 

中央北部州 

（バム県、ナメテンガ県、サヌマンテンガ県） 

中央プラトー州 

（ガンズルグ県、クルウェオゴ県、ウブリテンガ県） 


